
                             

 

 

 

 

 

 

 

当院では、マイナンバーカード等を利用した「オンライン資格確認 

システム」を運用しているため、令和 6 年 6 月 1 日より医療情報取得

加算を算定することとなりました。 

 

医療情報取得加算 （マイナ保険証の利用による診療点数） 

【初診】 加算 1  利用しない場合    3 点（月に 1 回算定） 

加算 2  利用した場合      1 点（月に 1 回算定） 

【再診】 加算 3   利用しない場合    2 点（3 か月に 1 回算定）

加算 4  利用した場合      1 点（3 か月に 1 回算定） 

 

 

「オンライン資格確認システム」とは… 

来院された患者様の保険情報及び、服用薬剤、特定健診に関する 

情報について、ご本人の同意があれば、個々の医療機関がその場で 

確認できるシステムです。患者様の最新情報をスムーズに確認し、 

診療に活用することができます。 

 

マイナポータルで保険証利用の申込みをすることにより、 

利用可能となります。 

 

当院では、診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療 

  の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するため、マイナ   

  保険証の利用にご協力をお願いいたします。 

 

 

              

 「医療情報取得加算」の算定について 

 


